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平成30年 ７ 月豪雨からの
兵庫県宍粟市における災害復旧について

兵庫県土木部砂防課 副課長　鶴
つ る

野
の

　聡
さとし

1 ．はじめに
　西日本を中心に甚大な被害をもたらした平成30年
7 月豪雨では、兵庫県においても記録的な雨量を観
測しました。岡山、鳥取の両県と接しており兵庫県
の山間部に位置する宍粟市（図－ 1 ）も例外ではな
く、市内雨量局において累加雨量480㎜を記録し、
大雨特別警報が初めて発表されました。この降雨に
より、宍粟市内では、死者 1 名、全半壊 4 件、床上
浸水 7 件、床下浸水74件の甚大な被害が発生しまし
た。
　私が所属する砂防課の担当である土砂災害に特化
しますと、 1 名が亡くなられた大規模ながけ崩れの
ほか、市内の山地渓流である小野川と高野川で土石
流が発生しました。小野川では、兵庫県が進めてい
る「山地防災・土砂災害対策計画」に基づき要配慮
者利用施設を保全するための透過型砂防堰堤が平成
28年に完成しており、その堰堤が上流からの全ての
土石・流木を受け止め、効果を発揮しました。しか
しながら、もう一方の高野川では、土石流本体は人
家までは到達しなかったものの、後続流によりその
土石と流木が流され下流の橋梁を閉塞させたこと
で、住民が避難していた公民館が浸水するなどの被
害が発生しました。
　この豪雨災害に対し、国・県・市が連携して砂防、
治山、河川、道路、農地等の復旧工事に取り組み、

宍粟市域内で約300カ所、約60億円もの大きな事業
を 3 年の期間で完了させました。今回はその中で、
兵庫県土木部が担当した小野川と高野川の災害復旧
事業等について紹介します。

２ ．主な災害復旧事業等
①　小野川の土石流災害からの復旧
　宍粟市波賀町小野に位置する小野川では、前述の
とおり、上流部で山腹崩壊が発生したことにより土
石流が発生しましたが、砂防堰堤が整備済みであっ
たことから、上流からの全ての土石・流木を受け止
め、下流への被害を防ぎ効果を発揮しました（写真
－ 1 ）。

図－ 1 　位置図 写真－ 1 　堰堤の土砂・流木の捕捉状況

土石流発生後
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　しかし、土石流発生後も上流部には大量の不安定
土砂が堆積していたことから、 2 次災害を防止する
ためには、早急に砂防堰堤が捕捉した土砂・流木を
撤去する必要がありました。砂防堰堤は、約 1 万㎥
の土砂・流木を捕捉しており、全て撤去するために
は多額の予算が必要なため、災害復旧事業を提案さ
せて頂きました。災害復旧事業の採択基準では透過
型堰堤が捕捉した土砂の撤去は認められませんが、
流木止め施設の流木除去は、概ね500㎥以上の流木
が堆積し、かつ、下流概ね 1 ㎞以内に人家等があれ
ば流木の全量撤去が認められることになっていま
す。砂防堰堤は、500㎥以上の流木を捕捉していた
ことから、流木の全量撤去を提案するとともに、流
木撤去のためには土砂も撤去せざるを得ないという
論法で土砂の撤去も合せて提案させて頂きました。
また、当災害時には、早期復旧のため、災害後約１
カ月で災害査定を実施して頂けました。その結果、
流木だけでなく土砂撤去費用も含めて認めて頂けた
ことから、年度内には流木・土砂の撤去を完了させ、
早期に住民の安全を確保することが出来ました。
　しかしながら、当渓流では、砂防堰堤が捕捉した
土砂等の撤去が完了しても、それを上回る不安定土
砂が上流部に確認されていました。このことから、
更に災害関連緊急砂防事業による透過型砂防堰堤１
基の新設を申請し、採択して頂きました。この新設
堰堤についても、早期の完了に向けて取り組んだ結
果、災害から約１年半後の令和 2 年 3 月に完成させ
ることが出来ました。
　これらの対策等を行ったことが、地区住民の方々
からも大変感謝され、令和 2 年 3 月に地元自治会等
主催による砂防堰堤の竣工式典も開催して頂きまし
た（写真－ 2 ）。

②　髙野川の土石流災害からの復旧
　宍粟市一宮町河原田に位置する高野川でも、小野
川同様に上流部の山腹崩壊により土石流が発生、直
下にある国道を破壊し、下流の集落に土砂・流木が
流出し甚大な被害が発生しました（写真－ 3 ）。

写真－ ２ 　地元自治会等主催による竣工式典
（新設堰堤を背景に記念撮影）

　この災害からの復旧を目指し、災害関連緊急砂防
事業により砂防堰堤 2 基の新設、特定緊急砂防事業
により渓流保全工（流路工）300ｍの新規整備、災
害復旧事業により国道を復旧することにしました。
　事業実施にあたっては、施越による測量・設計の
交付申請前事前着手、用地買収前に土地使用貸借契
約を活用した権原の確保、概略設計・数量による工
事発注等、様々な手法を可能な限り取り入れること
により、高野川の土石流災害からの復旧工事を約 2
年半で完成させることが出来ました。
　また、上流の山腹崩壊地は更なる崩壊の危険性が
高まっていたことから、工事用仮設防護ネットの設
置や土砂移動警報システムの導入、監視カメラを設
置し、工事中の安全を確保しました。さらに土砂移
動警報システムの情報は、流域一帯に居住する住民
等にも共有し、有事の際の早期避難等、防災活動に
も活用しました。加えて、土砂災害や砂防工事に関
する経験・知識の豊富な県 OB 職員等からなる兵庫
県砂防ボランティア協会に崩壊地等の現地調査を依
頼し、適切な助言のもと工事の進捗を図りました。
これらの対策により事故なく無事に工事を完成させ
ることが出来ました（写真－ 4 〜 8 ）。

写真－ ３ 　下流域に流出した土砂・流木
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写真－ 4 　高野川における兵庫県による復旧事業（全景）

写真－ ５ 　上流堰堤と国道の復旧状況

写真－ 6 　下流堰堤の復旧状況

写真－ 7 　渓流保全工の復旧状況
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4 ．復旧記念式典の開催
　災害発生から 3 年が経ち、宍粟市内の全ての災害
復旧工事が概ね完了した令和 3 年 7 月に、地域住民
をはじめ事業に携わった関係者が一堂に会して、宍
粟市との共催で復旧記念式典を開催しました。
　式典は、中学生によるブラスバンドの演奏、園児
による風船とばし、中学生・高校生が災害時のこと
を綴った作文朗読を事前録画により放映する等、コ
ロナ禍特有の式典となりましたが、盛大な式典とし
て開催することが出来ました（写真－ 9 ）。

５ ．おわりに
　今回、紹介させて頂きました高野川の土石流災害
からの復旧は、令和 4 年度の全建賞（災害枠、河川
部門）を頂くことが出来ました。全建賞と言えば、
華やかな大規模事業が対象で、比較的地味な災害復
旧事業は対象外というイメージがありましたが、こ
のような事業も表彰されることは、災害復旧に取り
組む職員の励みにもなり、大変感謝しています。
　私のこれまでの浅はかな経験からくる印象では、
土木の技術者は、災害の復旧に係わることによって
技術力が向上しているといっても過言ではないと思
います。そういう観点からすると、近年、災害が頻
繁に発生していることから、今の土木技術者の技術
力は、これまでになく高い状態になっているはずで
す。
　気候変動等により災害発生の危険性がますます高
くなると思いますが、これまでの経験を活かして、
より適切な災害復旧を心掛けていきたいと思いま
す。

写真－ ８ 　工事中の安全を確保するための対策

写真－ ９ 　復旧記念式典の様子

工事用仮設防護ネット 砂防ボランティアによる点検

崩壊地に設置した伸縮計 渓流監視カメラ 雨量計と警報器
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https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo06_hh_000230.html

いのちとくらしをまもる 防災減災 令和４年８月大雨関連

災害復旧技術専門家派遣制度を活用し、
被災した河川・道路等の迅速な復旧を支援します
〜令和 4年 8月 3日からの大雨等による被害の早期災害復旧を支援〜

令和 4年 ９月14日 水管理・国土保全局防災課

　令和 4 年 8 月 3 日からの大雨等による被害について、山形県及び飯
い い で

豊町
まち

、長
なが

井
い

市
し

からの要請を受
け、早期に災害復旧事業を申請できるよう、「公益社団法人　全国防災協会」が「災害復旧技術専門家」
を現地に派遣します。

※　「災害復旧技術専門家派遣制度」とは、地方公共団体からの派遣要請を受け、国土交通省から「公益社団法人　全国防
災協会」に「災害復旧技術専門家」派遣を依頼するものです。「災害復旧技術専門家」は、現地で地方公共団体に対し、
迅速な災害復旧の申請に向け、被災調査や復旧工法に関する技術的支援や助言を行います。

【災害復旧技術専門家 派遣】
○派 遣 日：令和 4 年 9 月15日（木）
○派 遣 先：山形県　西

にし

置
おき

賜
たま

郡
ぐん

飯
い い で

豊町
まち

、長
なが

井
い

市
し

の
　　　　　　道路・橋梁　 2 か所（予定）

○派 遣 者：公益社団法人　全国防災協会
　　　　　　災害復旧技術専門家　 3 名

https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo06_hh_000230.html
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いのちとくらしをまもる 防災減災 令和４年８月大雨関連

災害復旧技術専門家派遣制度を活用し、
被災した河川・道路等の迅速な復旧を支援します
〜令和 4年 8月 3日日からの大雨等による被害の早期災害復旧を支援〜

令和 4年 ９月20日 水管理・国土保全局防災課

　令和 4 年 8 月 3 日からの大雨等による被害について、岩手県及び二
に の へ ぐ ん

戸郡一
いちのへまち

戸町からの要請を受け、
早期に災害復旧事業を申請できるよう、「公益社団法人　全国防災協会」が「災害復旧技術専門家」
を現地に派遣します。

※　「災害復旧技術専門家派遣制度」とは、地方公共団体からの派遣要請を受け、国土交通省から「公益社団法人　全国防
災協会」に「災害復旧技術専門家」派遣を依頼するものです。「災害復旧技術専門家」は、現地で地方公共団体に対し、
迅速な災害復旧の申請に向け、被災調査や復旧工法に関する技術的支援や助言を行います。

【災害復旧技術専門家 派遣】
○派 遣 日：令和 4 年 9 月21日（水）
○派 遣 先：岩手県二

に の へ ぐ ん

戸郡一
いちのへまち

戸町の道路　２か所
　　　　　　（予定）

○派 遣 者：公益社団法人　全国防災協会
　　　　　　災害復旧技術専門家　 2 名

https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo06_hh_000231.html
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　災害時の陸路分断等を想定して、“みなと”の機能を最大限活用して海上輸送による救助・救援
や物資輸送等の災害対応支援を行うため、各地域で、船舶を活用した防災訓練の実施など「命のみ
なとネットワーク」の形成に向けた取組を進めていきます。

　

　近年、気候変動の影響により、これまでに経験し
たことのない豪雨による洪水や土砂災害等の気象災
害が多く発生しています。陸路が寸断して孤立した
被災地において、海上輸送を活用した緊急物資や生
活物資、救援部隊や被災者の輸送等の事例も増えつ
つあります。
　こうした状況を踏まえ、“みなと”の機能を最大
限活用した、災害対応のための物流・人流ネットワ
ークを「命のみなとネットワーク」と名付け、この

ネットワークの形成に向けた取組を各地域で進めて
いくこととしました。今後は、具体的な取組として、
災害時に速やかに対応できるように、国土交通省と
関係市町村等が合同で、物資又は人員輸送に係る訓
練を行ってまいります。
　また、この度、「命のみなとネットワーク」の理
解を深めていただくため、“みなと”を活用し災害
対応支援を行った過去事例をまとめた事例集を公表
しますので、ご参照ください。

いのちとくらしをまもる 防災減災

災害時に人命を守る「命のみなとネットワーク」 を形成します
〜“みなと”を活用した災害対応支援〜

令和 4年 ９月22日 港湾局海岸・防災課

「命のみなとネットワーク」の主な機能

【支援物資輸送拠点】

Ｈ３0年 7 月豪雨時の物資輸送
（広島県中田港）

【生活支援拠点】

Ｈ２８年熊本地震発生後、官公庁船から
市民への給水を実施（熊本県熊本港）

【被災者の救援輸送拠点】

Ｒ ３ 年 ８ 月大雨で孤立した地域で
住民輸送を実施（青森県風間浦村）

https://www.mlit.go.jp/report/press/port07_hh_000182.html
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いのちとくらしをまもる 防災減災 令和４年台風第14号関連

国土交通本省災害査定官を派遣し、
被災した河川・道路等の迅速な復旧を支援します

〜令和 4年台風第14号の災害緊急調査を実施〜

令和 4年 ９月2９日 水管理・国土保全局防災課

　令和 4 年台風第14号について、被害状況を迅速かつ的確に把握するとともに、被災した公共土木
施設に対する応急措置や復旧工法等の技術的な助言・指導を行うため、国土交通本省災害査定官を
宮崎県に派遣して災害緊急調査を実施します。

※　災害緊急調査とは、広域にわたる災害や人的被害が発生している等の特別な災害において、本省から派遣された災害査
定官が、現地における災害時の気象、水理及び被害状況を迅速かつ的確に把握するとともに、被災した公共土木施設に対
する応急措置及び復旧方針樹立の指導を行うものです。

https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo06_hh_000232.html

【災害緊急調査】
○派遣日程：令和 4 年 9 月30日（金）からの予定
○派 遣 先：宮崎県内の河川・道路等（詳細調整中）

○派 遣 者：国土交通省水管理・国土保全局 防災課
　　　　　　災害査定官
　　　　　　　大西　民男（おおにし　たみお）

https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo06_hh_000232.html
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　（公社）全国防災協会では、市町村をはじめとする
被災公共土木施設の早期復旧支援に向け、平成15年
11月に「災害復旧技術専門家派遣制度」を創設しま
した。災害復旧技術専門家は、国や都道府県の災害
復旧業務に長年携わり、制度を熟知し災害復旧事業
に関する高度な技術的知見を有する経験豊富な技術
者（本省防災課の災害査定官経験者や都道府県の防
災担当の本庁課長級及び事務所長経験者で構成）で、
北海道から沖縄までの全国に、379名（令和 4 年 6 月）
が登録されています。
　平成26年 5 月には、国土交通省水管理・国土保全
局防災課より「災害復旧・改良復旧事業の技術的助

言などの支援（試行）について」の通達が出され、
TEC-FORCE が出動した大規模災害で、被災自治
体から本省防災課に要請があり、防災課が必要と判
断する場合、全国防災協会が無償で技術専門
家を派遣するなど、制度を充実してきています。
これまでも多くの地方公共団体等の要請に応じ、多
くの災害復旧技術専門家を派遣し、迅速かつ的確な
災害復旧事業の促進に寄与しています。
　今回、通達に基づき宮城県大崎市に 3 名の災害復
旧技術専門家を派遣し、復旧工法などについて技術
的助言を行いました。

ど、県の北部を中心に河川の氾濫、土砂災害や浸水
害が発生し、多くの住家被害等が発生した。（宮城
県災害時気象資料、仙台管区気象台より）

【大崎市の被害】
　令和 4 年 7 月15日から16日にかけて降り続いた大
雨により、市内では観測史上最大の降水量を記録し、
市内各地に大きな被害をもたらした。中小河川が増
水し、市内各地で緊急安全確保や避難指示が発令さ
れる中、名蓋川の堤防が決壊した。市内各地域で住
宅や農業施設、道路などが冠水し、広範囲にわたる
被害が発生した。また、土砂崩れや倒木、橋梁・道
路の崩落などにより、通行止めが頻発したほか、農
地が冠水し、農作物にも深刻な影響を与えた。（大
崎市広報より）

２ ．派遣された災害復旧技術専門家（敬称略）
派遣日：令和 4 年 8 月10日（水）
派遣者：佐々木一夫（鹿島道路㈱　東北支店）
　　　　渡辺　和夫（陽光建設㈱）
　　　　高橋　義信（㈱武山興業）

派遣概要
1 ．令和 4 年 7 月豪雨による大崎市の状況

【気象の状況】
　 7 月15日は、前線が東シナ海から東日本にのびて
いた。また、低気圧が日本海中部にあった。宮城県
は、前線や低気圧に向かう暖かく湿った空気が流れ
込むとともに、上空に寒気が流れ込んだ影響により
大気の状態が不安定となった。このため、15日未明
から16日昼頃にかけて広い範囲で雨となり、東松島
市付近、松島町付近、大郷町付近で 1 時間に約100
㎜の猛烈な雨を観測するなど、県の北部を中心に広
い範囲で強い雨となった。

【大雨の状況】
　15日00時から16日24時の主な総降水量は、大崎市
古川 259.5㎜、大崎市鹿島台 251.0㎜、大衡 245.5
㎜となり、16日の日降水量 大崎市古川 196.5㎜は、
通年としての観測史上 1 位、大崎市鹿島台 151.0㎜、
大衡 137.5㎜は、 7 月としての観測史上 1 位を更新
するなど記録的なものとなった。 また、この大雨
により、大崎市の名蓋川や涌谷町の出来川の決壊な

災害復旧技術専門家を宮城県大崎市に派遣

公益社団法人 全国防災協会
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３ ．活動報告（支援・助言内容） ・橋梁本体の構造の変遷を整理し、査定時の説明に
備えること。

・背後地利用状況を整理し、査定時の説明に備える
こと。

・橋梁周辺（前後道路の現況幅員等）の測量も実施
すること。

助言：
・下部工は水衝部における損傷や洗掘、背面土砂流

出による A2側傾倒、および A1側土留が現状で
は死に体である。これに加え上部工は欠損やクラ
ックが見らることから、橋梁としての再利用は現
実的でないため架替えを推奨。
　また、河川の流心との位置関係や流下断面との
関係をよく考慮して、被災原因を除去できるよう
に復旧計画を検討すること。

・河川管理者と協議しながら、河川計画や河川災と
の整合をとる広い視点で復旧をであげはかるこ
と。

・河川管理者との協議により、河川条件等を速やか
に整理し、事前協議を手戻りなく進めること。

・取付護岸工は基礎部が洗堀を受け、水が走ってお
り復旧が必要であり、その際必要に応じ護床工新
設も含め検討すること。

・橋台位置の検討において斜橋になる場合の取付角
度に注意すること（最大75°程度）。

現地調査

Ａ1橋台

Ａ２橋台

PB の周辺が洗堀され損壊し，桁も傾いている。

二級河川広長川に架かる市道前林線前田橋が被災

報告：大崎市鹿島台総合支所にて
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4 ．コメント
❖派遣災害復旧技術専門家コメント

令和 ４年 ７月13日から1７日の豪雨による被害
宮城県大崎市への「災害復旧技術専門家」活動について

佐
さ

々
さ

木
き

　一
かず

夫
お

（所属：鹿島道路株式会社 東北支店）

　時間降水量や日降水量などが観測史上最大となる記録的な大雨により県内各地で甚大な被害を受けましたが、今回、宮
城県大崎市（おおさきし）の被災箇所について、災害復旧技術専門家として現地に伺いました。
　市道前林線「前田橋」被災という「橋梁災」申請予定箇所について、 8 月10日に現地調査を実施しました。（申請の方
向性（内容）を決めるため事前の助言をもらいたいというタイミングで）
　先ず、事前机上打合せで、橋梁台帳の整備・法に基づく定期点検状況や補修有無、日々の管理状況について確認。次に、
現地では、被災による橋梁の損傷状況（下部橋台の損壊・沈下による傾斜、上部工の損傷、護床工の流出、橋台前後の路
面崩壊・土砂の流出、取付護岸基礎工の空洞化等）および各構造物の健全性について確認を行いました。また、残存構造
物の再利用の可否についても確認を行いました。
　復旧にあたっては、被災のメカニズムを解明し、要因をしっかり除去していくことが重要であることから、単に橋梁の
復旧にとどまらず、今回は上下流の被災河川護岸も含め河川管理者（県）と調整しながら、法線の見直しも含め、一体と
なった復旧等広い視点での復旧工法が望まれると思慮しました。
　尚、現地では 9 社の TV や新聞マスコミが待ち受け、インタビューを受けましたが、後に各社で報道があったようです。
　被災された地域の皆様のため、被災箇所の一日も早い復旧を願っております。

令和 ４年 ７月13日から1７日の豪雨による被害
宮城県大崎市での「災害復旧技術専門家」としての

活動について

高
たか

橋
はし

　義
よし

信
のぶ

（所属：株式会社 武山興業）

　令和 4 年 6 月に「災害復旧技術専門家」に登録、直後に活動する機会を頂き、令和 4 年 7 月豪雨で被災し通行不能とな
った大崎市道前林線前田橋において、8月10日に現地支援を行いました。
　前田橋の被害は、河川の流下能力を超える出水により、橋台基礎部の洗堀及び背面道路が流失し橋台の沈下・傾斜等が
発生したもので、復旧にあたっては、河川条件を踏まえた復旧計画の検討が必要となり、その留意点等を助言させて頂き
ました。
　今回の現地支援で感じた事は、災害復旧事業を効果的に活用した査定申請を行うためには、復旧計画の策定を短期間で
如何に効率よく進めるかが求められ、その点で専門家による支援制度は有効であり、市町村においては積極的な活用を検
討頂ければと思います。また、我々専門家も事業制度やその改定等を知識として積極的に把握し、現地支援に備える事が
必要と認識致しました。
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５ ．災害復旧技術専門家派遣フロー

26

TEC-FORCE

26

防災協会より無償で専門家を派遣する制度。

◎手続き
1）　被災自治体（都道府県・指定都市）から防災課

へ要請する。
※市町村（指定都市を除く）は都道府県を通じて

防災課へ要請する。
2）　防災課から防災協会へ専門家の派遣を依頼する。

3）　防災協会が派遣する専門家を決定。防災課へ連
絡する。

4）　派遣内容を防災課から要請のあった被災自治体
へ通知し、派遣の日程を調整する。

5）　派遣された専門家が現地にて復旧方針等の助言
を行う。
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録）。この豪雨により、約200ha が浸水し、中村川
の越水や内水氾濫により住家など約500戸が浸水被
害を受けた。また、土砂崩れや法面の崩壊などが複
数箇所で発生し、町道の寸断や水田の冠水などの甚
大な被害が確認された。（鰺ヶ沢町広報より）

【深浦町の被害】
　 8 月 9 日、津軽海峡付近に延びる前線の影響で、
津軽地方を中心に朝から激しい雨が断続的に降り、
深浦町では、24時間降水量が10日午前 3 時50分まで
に325.0ｍと観測史上最大を記録。全町各地で冠水、
土砂崩れ、地滑り、国道・町道・農道・林道等の通
行止め、停電、家屋流出、家屋全壊、家屋半壊、床
上浸水、床下浸水、上下水道施設破損、断水、固定
電話不通等が発生し、松原地区と長慶平地区で、一
時、集落が孤立状態となった。（深浦町広報より）

２ ．派遣された災害復旧技術専門家（敬称略）
派遣日：令和 4 年 9 月 1 日（木）〜 2 日（金）
派遣者：長内　伸夫（（一社）東北地域づくり協会
　　　　　　　　　　青森支所）
　　　　小田桐勝則（㈱青林建設コンサルタント）
　　　　高田　弘雄（㈱コンテック東日本）

３ ．活動報告（支援・助言内容）
①　町道　舮作 7 号線
災害状況：
　（普通河川）黄金崎川の暗渠部が埋塞等によって上
流部にて堰上がり、町道法面が浸透により崩壊、そ
の際に流出した路体内の土石により路面が破壊さ
れ、路盤まで流出したものと推定される。

派遣概要
1 ．令和 4 年 ８ 月豪雨による青森県鰺ヶ沢町、深浦

町の状況
【気象の状況】
　 8 月 8 日から13日にかけて、前線が華北から日本
海を通って北日本へのびて停滞した。前線に向かっ
て暖かく湿った空気が流れ込み、青森県では大気の
状態が非常に不安定となった。 8 日昼過ぎから雨が
降り始め、 9 日朝から昼過ぎにかけて、津軽を中心
に激しい雨が降り、深浦町付近では 9 日 7 時までの
1 時間に約100㎜、 9 日14時までの 1 時間に約90㎜
の猛烈な雨を解析し、記録的短時間大雨情報を発表
した。 9 日の日降水量は、深浦で312.0㎜、弘前市
岳で252.5㎜、鰺ケ沢で202.5㎜と 1 日で平年の 8 月
1 カ月の雨量を超える記録的な大雨となり、通年と
して観測史上1位を更新した。また、10日にかけて
の深浦、鰺ケ沢、青森大谷、弘前市岳、大鰐におけ
る月最大24時間降水量は、通年として観測史上 1 位、
青森、五所川原市市浦、青森市酸ケ湯においても 8
月としての観測史上 1 位を更新するなど記録的なも
のとなった。その後も、13日にかけて雨が断続的に
降り続き長雨となり、降り始めの 8 日13時から13日
13時までの総降水量は、弘前市岳で444.5㎜、深浦
で433.5㎜、今別で361.0㎜となった。 この大雨に
より、青森県では、河川の氾濫、土砂災害や浸水害
が多数発生し、多くの住家被害、農業被害等が発生
した。（青森県災害時気象資料、青森地方気象台より）

【鰺ヶ沢町の被害】
　 8 月 9 日、停滞した前線の影響で、町内における
24時間総雨量が観測史上最大の202.5㎜を記録した

（中村上流観測局では最大24時間総雨量369㎜を記

災害復旧技術専門家を青森県鰺ヶ沢町・深浦町に派遣

公益社団法人 全国防災協会



令 和  4  年 10 月  1  日 防 災 （15）第 880 号

助言：
・黄金崎川の暗渠が被災しているのか、カメラ等に

より確認するとともに、上流に土砂の供給源とな
る崩壊等が発生していないか確認するよう助言し
た。

・町道排水と黄金崎川暗渠の合流形状を確認し、現

状、路面上を流れている水を適切に処理する必要
がある。

・町道路面部の被災については、路盤まで被災して
いることから国庫負担申請可能であると助言し
た。

被災状況

②　普通河川　中沢川
災害状況：
　出水に伴う河床洗掘等によって当該河川の複数個
所で既設ブロック積み護岸の倒壊等が発生

（被災箇所①〜⑨のうち②〜⑧において助言・支援
を実施）

助言：
中沢川②
・残存する既設護岸についても、根入れの状況をよ

く確認して、復旧延長を決定すること。

中沢川③④
・既設ボックス下流の被災について、河床低下によ

り基礎工が露出しているものの、明確な亀裂等が
確認できないため、裏込工施工に加えて根固工に
よる河床の復旧も考えられる。

中沢川⑤
・吸出しによる土砂流出が小屋の基礎付近まで拡大

しつつあるので、土嚢等により基礎部の空洞を早
期に塞いだほうが良い。
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中沢川⑥
・残存する下流右岸護岸についても、中間部にクラ

ックがあり、天端工の上部法面も洗掘されている
ので死に体と判断される。申請範囲を再確認した
ほうが良い。

・既設ボックス下流には根固工を設置すること（工
法は設計流速から適切に選定）

・被災水位が既設天端を上回っているため、天端保
護工及び法面の張ブロック等の設置を検討するこ
と。

中沢川⑥　被災及び現地説明状況 中沢川⑥　被災状況（上流 BOX の状況）

中沢川⑦　被災及び現地説明状況 中沢川⑧　被災及び現地説明状況

↑この
ライン

まで

道路盛
土

中沢川⑦
・基礎部まで洗掘されており、死に体と判断される。
・クラックや目地の開き等をよく確認し、申請延長

を精査すること。

中沢川⑧
・盛土の路体・路床が流出しており、護岸との兼用

でもないことから、道路災による申請が適当と考
えられる。
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⑤　普通河川　母沢川
災害状況：
⑤- 1  支川合流部において既設ブロック積が残留水

圧により倒壊
⑤- 2  既設落差工の下流左岸が洗掘に伴う河床低下

により基礎部が露出、背面土砂が流出
⑤- 3  上流部から越水、残留水圧によりブロック積

護岸が倒壊

助言：
⑤- 1
・合流部の管理橋橋台に残存している石積み護岸も

基礎が完全に露出しており、死に体の可能性が高
いので、申請を検討するよう助言した。

・被災前の法線で復旧した場合に被災原因除去とな
らない場合は、支川を巻き込むような法線での復
旧も想定される。

・下流の既設ブロックについている痕跡等により河
床低下の状況を説明するよう助言した。

③　 ２ 級河川吾妻川水系　板前川
災害状況：
　隣接斜面の崩壊により板前川が埋塞し、氾濫水が
県管理吾妻川の左岸ブロック積護岸を倒壊させた。②
　①〜②の箇所について助言・指導を実施。

助言：
板前川①
・崩落度は河道まで達していないため、国庫負担対

象外と考えられる。

板前川②
・この箇所の埋塞により、氾濫水が農地を流下し、

県管理河川に被害を及ぼしていることから、「川
なり維持」による埋塞土の撤去を申請できる可能
性が高い（限度額以上）と助言した。

板前川　②崩落状況

板前川
（埋塞

）

板前川からの氾濫水による護岸倒壊状況

板前川
からの

氾濫水

（２級
）吾妻

川
（２級

）吾妻
川

④　普通河川　広戸川
災害状況：
　既設落差工の下流で洗掘による河床洗掘等により
左岸は倒壊、右岸は裏込めが吸い出されている。

助言：
・上下流の残存護岸についても、裏込土が流出して

いることから破損状況を良く確認するよう助言を
行った。

・左岸の排水管は縦排水等により適切に処理するこ
とが望ましい。

・床止工下流には被災原因の除去として、護床工を
設置するよう助言を行った。

広戸川被災状況
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⑤- ２
・河床低下が著しいため、護岸の直高が 5 ｍを超え

るような場合は、大型ブロックや現場打擁壁によ
る復旧も考えられる。

・帯工、落差工の新設について検討するよう助言し
た。

・水量が非常に多いが、河床の露岩状況等から鋼矢
板による締切は困難と考えられる。

母沢川⑤- 1 　被災状況 母沢川⑤- 1 　被災状況及び助言状況

要調査↓

母沢川⑤- ２ 　打合せ状況 母沢川⑤- ２ 　被害状況

母沢川⑤- ３ 　打合せ状況 母沢川⑤- ３ 　被災状況

⑤- ３
・洪水痕跡写真を早期に撮影するよう助言した。
・復旧護岸高は上下流の既設護岸高まで復旧可能
・河床には人頭大の石があり流速等からも、カゴマ

ットは馴染まないと考えられる。
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⑦　町道　赤石渓流線
災害状況：
　 2 級河川赤石川に沿う町道赤石渓流線について、
TEC-FORCE の調査により約40箇所の欠壊が発生
している。

助言：
①　最下流の「赤沢橋」上流左岸の護岸欠壊箇所を

現地調査
・現地では欠壊防止の仮工事を施工中
・痕跡等から被災水位を把握し、復旧護岸高を決定

するよう助言した。
・ガードレールは、被災前の植生等が転落防止機能

を有していたことを説明できれば、申請可能であ
ることを助言した。

・ブロック積上部の盛土法面は河川との兼用護岸で
あることから、野芝が適当である。また上流部に
はすり付け工を設置する必要がある旨、助言した。

・復旧護岸の法線は河川としての通りも考慮するこ
とが望ましい。

説明状況

隣接箇所被災状況

⑥　普通河川　小田沢川
災害状況：
・防火用水確保のため、河川に RC スラブを設置し、

暗渠化している区間の積ブロック護岸が、河床洗
掘によって基礎が沈下し、護岸背面土砂が吸出し
を受けている。

助言：
・RC スラブを取り壊して護岸を復旧するのではな

く、帯工等設置の上、底張コンクリート等による
復旧が有効であると助言した。

・護岸が完全に倒壊してしまうと復旧が困難になる
ため、早期に防止措置を講じるよう助言した。

・近接する鉄道橋の上流左岸の土羽部が洗掘されて
いるので、JR と協議の上、申請可能と考えられ
る旨、助言した。

赤石渓流線　赤沢橋にて

被災状況
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②　町役場にて TEC-FORC Ｅ調査報告書を基に復
旧方針の打合せを実施

・TEC-FORCE 資料⑫に設置する仮橋は「民生の

安定上、緊急に施工する必要」を説明できれば国
庫負担となるかもしれないため、事前打合せ等で
確認したほうが良いと助言した。

鰺ケ沢町役場での打合せ状況

TEC-FORCE資料から抜粋
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令和 ４年 ８月青森県深浦町・鰺ヶ沢町豪雨災害の
災害復旧技術専門家活動について

小
お

田
だ

桐
ぎり

　勝
かつ

則
のり

（所属：㈱青林建設コンサルタント）

　今回の豪雨による災害は、本県初の線状降水帯による災害で、自然災害の猛威を再認識させられました。
　専門家派遣としては、講習会等の派遣とは違い、被災現場での調査で申請、対策等の助言は実際のところ戸惑いもあり
ましたが、専門家 3人での助言は心強く感じました。自分の中ではこの助言で復旧工法が左右されるので、責任のあるこ
とも痛感しました。
　両町とも、「TEC-FORCE」が被災直後に入られており、活動箇所の中から特に申請に検討を要する箇所、数か所を選
定し助言をしました。
　このような制度を利用した両町は、災害復旧技術専門家として経験を踏まえた技術的指導や助言を受け、微力ながらお
役に立てたのではないかと思います。可能であれば、調査に委託業者も同行されると査定設計書作成等に助言内容がスム
ーズに反映されるのではと感じました。町担当者は県も支援する余裕のない中で、現地調査のための準備等でお世話にな
り感謝申し上げます。
　最後に、災害復旧事業の取り組みも近年変化しているようです。支援活動できるよう自己研鑽し日々努力したいと思い
ます。

4 ．コメント
❖派遣災害復旧技術専門家コメント

令和 ４年 ８月青森県深浦町・鰺ヶ沢町豪雨災害の
災害復旧技術専門家活動に参加して

長
おさ

内
ない

　伸
のぶ

夫
お

（所属：（一社）東北地域づくり協会）

　私は国土交通省OBで令和 3年 ９月に災害復旧技術専門家として登録を受けました。登録後初めてでしたが、去る ９月
1日と ２日の両日、令和 4年 8月豪雨で甚大な被害が発生した青森県深浦町と鰺ヶ沢町に派遣されました。
　深浦町では 8月 3日に 1時間最大降水量が９1．５㎜と観測開始以来最高を記録し、また、 8月 ９日には月最大２4時間降水
量が 8月の従来の最大値の２．1倍に達するなど、かつて経験したことがない大雨に見舞われました。また、深浦町と隣接
する鰺ヶ沢町では 8月 ９日に青森県が管理する中村川が氾濫し、（速報値で）44５世帯が床上・床下浸水するなど甚大な被
害が発生しました。こうした中、道路や河川といった公共土木施設も随所で大きく被災したところです。
　深浦町及び鰺ヶ沢町では土木技術系の職員が少なく、また、過去に災害復旧経験のある技術者も多くないことから、派遣
現場では災害関連調査や復旧工法の提案、関係機関との調整等を中心とした技術的支援（助言）を行いました。深浦町で
の最初の現場には吉田満町長自らが同行されるなど、早期の災害復旧工事の着手に向けた期待と熱意を感じたところです。
　現在、青森県内には災害復旧技術専門家が８名しかおりませんが、今後も地域からの出動要請があれば可能な限り派遣
活動に参加したいと考えています。また、災害復旧技術専門家制度についても、我々専門家自身も様々な機会を捉えて自
治体関係者に PRすべきと感じたところです。
　末筆ながら今回の派遣活動にあたり、様々な連絡調整をしていただいた（公社）全国防災協会の白石技術長を始め、関係
者の皆様に厚く感謝を申し上げます。
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令和 ４年 ８月青森県大雨災害による被災市町村への
災害復旧技術専門家活動について

高
たか

田
だ

　弘
ひろ

雄
お

（所属：㈱コンテック東日本）

1 .　現地派遣での感想
　 8 月 3 日と 9 日の記録的な大雨は、県内各地に甚大な被害をもたらしました。その大雨から約 1 ヶ月経過した 9 月 1 日
〜 2 日の 2 日間、被害が大きい深浦町と鰺ヶ沢町に初めて災害復旧技術専門家として派遣されました。
　現地活動を通して、少し心配な点は、作業の進捗状況が芳しくないと感じたことです。担当者の説明では、測量、設計
会社の確保が著しく難航し、何社かとようやく合意が出来たばかりとのことです。今回の被害が県内全域にわたる等が主
な理由と思われますが、今後の大きな課題だと思いました。
　さらに市町村の担当職員は、土木技術系職員が少なく災害復旧業務に携わった実務経験も乏しく、現地調査も効率的に
進んでいないように感じました。このような状況の中で「TEC-FORCE 被害調査一覧表」が被災箇所の状況把握に存分
に活用されており、その有効性と必要性を認識いたしました。
　調査箇所はごく一部でしたが、今回の助言、アドバイスが申請作業に少しでも役立つことを願っています。
２ .　災害復旧技術専門家制度に望むこと
　両町の担当者から「大変ありがたい、このような機会をもっと欲しい、制度を知らなかった」との発言がありました。
　県の担当者も各種会議等で広報活動に努めていることを承知していますが、今後も積極的な情報提供の必要性を感じま
した。
３ .　今後の抱負
　青森県職員 OB として数年が経過し、災害復旧事業制度の最新情報に触れる機会が少ない中、河川砂防課が開催してい
る専門家会議、（公社）全国防災協会の HP 等を活用し、最新の情報収集に努めたいと思っています。

26

TEC-FORCE

26

防災協会より無償で専門家を派遣する制度。

５ ．災害復旧技術専門家派遣フロー
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公益社団法人全国防災協会 理事　松田　芳夫

河川入門講座 ⑷

河川の土地

　河川は公物なので、河川区域の土地は国か都道府
県かは別としてすべて公有地だろうと思っている人
もおられますが、実は高水敷（いわゆる 3 号地）に
は私有地が広く存在しています。

　河川の土地、すなわち河川区域内の土地について
は（旧）河川法制定以来の歴史的経緯もあり、少々
ややこしい話しになりますが、御辛抱ください。

　明治29年（1896）制定の河川法（旧）では、その
第 3 条で“河川並其ノ敷地若ハ流水ハ私権ノ目的ト
ナルコトヲ得ズ”と、定められています。
　地方行政庁（知事と同義）が河川区域を認定する
と区域内の私有地の私権は所有権を含めて否定さ
れ、土地の所有権登記は抹消されました。

　但し、もとの所有者又はその相続者がその土地の
占用（独占的に使用すること）を請求したときには
許可せねばならぬとされていますので、例えば農地
としての使用であれば殆んど実態は変わらないこと
になります。
　さらにこの規定は現行法でも受けつがれています
ので、もともとの土地所有者には土地の所有権が無
いだけで、利用については支障がありません。

　昭和39年（1964）制定の新しい河川法では、河川
区域内の私有地に対し、所有権も含む私権を認め、
河川管理上の必要の範囲内において私権の行使に対
し具体的に制限を課すという考え方を取っていま
す。
　これは道路法では、道路の敷地において私権の存
在を認めた上で、所有権以外の私権の行使を一律に
禁止しているのに比較するとゆるやかな制限です。

　現在、河川区域内の私有地というと高水敷にある
ものが殆んどで、主に採草地や農地に使用されてい
ます。
　これら私有地に対する河川管理上の制限の例は河
川法（新）に具体的に挙げられており、工作物の新
改築、土石の採取、盛土、切土、竹林の栽植、伐採
などで、これらのことを行う場合には河川管理者の
許可が必要です。

　なお、旧河川法時代に河川区域と認定され私権を
否定された私有地については、新河川法への経過措
置で国に帰属すると明文化されています。
　現在では、河川事業等で新しく買収した河川区域
となる土地は、河川管理者が国、都道府県、市町村
を問わず国有として所有権登記することと定められ
ています。
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協会だより

令和 4年度災害復旧促進全国大会の概要をお知らせします。
（ご案内状は 9 / 6 他に郵送済み）

令和 4年度災害復旧及び災害防止事業功労者表彰について

１．日　時：令和 4年11月17日（木）
　　　　　　13時30分～ 15時00分
　　　　　　（受付開始12時30分）

２．場　所：東京都千代田区平河町 2 - 7 - 4
　　　　　　　砂防会館別館
　　　　　　　シェーンバッハ・サボー 1階利根

　表彰銓衡委員会を 9月21日に開催し、受賞者決定
通知を 9 /21に推薦元に郵送しました。
　表彰式は、令和 4年度災害復旧促進全国大会の中
で行います。

3．懇親会：同日の17時15分～、同場所 1階木曽で
開催します。（参加費無料）

（注）懇親会は新型コロナウイルス感染症の状況が開
催可能な場合に開催します。

　　中止のときは、協会ホームページでお知らせし
ます。

　受賞者のご出席をお願いします。（代理出席可）
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令和 4 年　発生主要異常気象別被害報告 令和 4 年 9 月30日現在（単位：千円）

※被害報告は、月 2 回（15日、月末）国土交通省 HP で公表。最新は下記をクリック
　http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/bousai/saigai/kiroku/houkoku.html

http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/bousai/saigai/kiroku/houkoku.html
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